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はじめに

川地連合自治会は、平成 14年 (2002年) 3月25日に発足し、今年で 23年目の

春を迎えました。

昨年度は 4月に総会を実施、降雨のため予定を延期していた「第 15回グラウンドゴ

ルフ大会」を 9月に開催、毎年川地中学校新 1年生を対象に川地の歴史・産業など地域

で活躍されている方々からお話を聞く「グッドタウン三次」は 7回目となりました。

1 1月には「第22回川地ふる里まつり」を開催、天候に恵まれ準備作業もスムーズ

に運び、当日も地元の若い人たちによるバンド演奏、若い家族も出ていただいた仮装コ

ンテストなど楽しく、次世代の流れを感じる一日となりました。

また、 3月には普段行く機会のない美術館に行こうということで、下瀬美術館、ひろ

しま美術館を訪れました。

令和 7年度におきましては、大行事であります「第23回川地ふる里まつり」の開催

に向けて皆さんからの意見も取り入れながら、若いエネルギーが注入されるよう取り組

んでいきたいと思います。

また、新「川地まちづくりビジョン」の策定にも取り組んでまいります。折しも、ア

メリカはトランプ大統領になり世界情勢は 180度変わろうとしています。

激動する社会環境の中、私たち川地の民はどこへ進んでいくのがいいのか、具体的に

何をしていくのがいいのか、またできるのかなど一緒に考えていこうではありませんか。

地域の皆さんには、新「川地まちづくりビジョン」の策定に伴うアンケートへ協力い

ただき、具体的な意見を出していただきたいと思います。

引き続き、役員の方々にはご苦労をおかけしますが、お互い意見を交換しながらでき

ることから進めていきたいと思います。

テーマ『まいにちが旬、あなたの瞳がかがやく 地域を目指して』、皆さんと協力し

合って頑張っていきましょう。

(4月 1日現在、人口1.589人(昨年1.621人)、高齢化率 48.7%)

川地連合自治会



総会次第

1 開会

2 連合会長あいさつ

3 議長選出

4 議事録署名者の選任 " .::/ I 
'"，，1 

5 議事

( 1 )報告

令和 6年度

① 自治活動支援事業交付金事業実績及び決算

② 自治活動支援事業交付金(選択事業)決算

③ 川地コミュニティセンタ一指定管理料決算

④ 川地放課後子ども教室委託料決算

⑤川地地区公衆衛生推進協議会事業決算

⑥ 各事業会計の監査報告

(2 )議案

令和 7年度

①自治活動支援事業交付金事業計画(案)及び予算(案)

②川地コミュニティセンタ一指定管理料予算(案)

③川地地区公衆衛生推進協議会事業予算(案)

④就業規則の一部改正(案)

6 議長解任

7 閉会あいさつ

8 閉会



連合事務局・各係等

連合事務局

総務係

生活係

体育生涯学習係

福祉係
(JI!地地区社会福祉協議会)

編集係

広報仕分け係

青年企画部

各種実行委員会

連合自治会活動事業実績

令和6度(2024)
・視察研修 11/1熊野東防災交流センター視察 20名参加

日頃はコミュヱティセンターとして、災害時には避難所として使われる
ペット専用部屋、幼児世帯専用スペースなどの整備や夜間避難訓練などを実施

・スポーツ教室 川地小児童へのスポーツの推進
バドミントン教室 11/11、12/9 (1/20中止) 延べ 16人参加(4-6年生)
指導.沖盛コーチ

・111地人宝パンク活用 各種教室等開催
[放課後子ども教室]
8/8夏休み料理教室 講師-三次市食生活改善推進協議会
[いきいき塾]
9/3 川地の食材で料理教室 講師:三次市食生活改善推進協議会
11/21 川地の史跡を知ろう 講師目立畑春夫さん

・川地放課後子ども教室(児童18名)
236B 1161時間 延べ人数 3，292人

・川地を知ろう企画(川地中学校と合同)
グッドタウン三次 6/13 川地中1年生15名

報告(J)-1

郷土史、江の川の水利、竹津丹一記念専正寺赤光庵などを視察 * 11/2文化祭で発表
・図書室の環境整備

図書の購入「チーズはどこへ消えた?J、「アルジャーノンに花束を」、 r102歳、一人暮らしJ他
・田舎に住もう企画(集落支援員との協働)
ゼンリン地図購入し、空き家情報などを地図に落とし個々の状況把握の上相談などを受ける

-三次市明るい選挙推進協議会川地支蔀活動
選挙に伴う広報活動 *4/14三次市議会選挙 4/10公報配布

-声かけ運動
7/1-7/5、9/2-9/6、12/2-12/6、(2025)4/14-4/18

・献血運動(移動献血車予定表配布 7/16理事会において予定表配布
・青色防犯パトロールの実施

4/19，4/30， 5/10， 5/24， 6/17， 6/24， 7/5， 7/29， 8/8， 8/19， 9/3， 9/27 
10/18，10129，11/8，11/23，12/4， 12/14，1/10，1116，1120， 2/11， 2/17， 3/4， 3/13， 3/21 

・河川道路一斉清掃(空き缶、ゴミなどの回収) 4/7 (日)、 10/6(日) 地区配分金 180，000円
・環境・健康募金(旧健康感謝募金) 配分金 93，000円
・街角工コステーション事業 廃油の回収(191.9D.)、街角リユース 助成金 48，870円
・不法投棄監視活動 川地地域 4/7 (日)、 10/6(日) カタクリの里 6129

.JII地地区公衆衛生推進協議会関係
川駅・永屋常会ゴミステーション屋根修理、駅組ゴミステーション床修理

面支:jE妄涜蚕ーーーー
美術館を訪れて芸術に親しもう 3/2下瀬美術館、ひろしま美術館 20名参加
本下瀬美術館(ユネスコ世界で最も美しい美術館・最優秀賞受賞)
ひろしま美術館オディロン・ルドン作品展

・グラウンドゴルフ大会 (6/23→9129) 大雨により日程変更実施 43吾参加
個人戦優勝犬石田男さん、 2位頓田みどりさん、 3位池上博さん

・いきいき塾・・・年4回、特別コース
7/4ボッチャに挑戦しよう 講師:(県)パラスポーツ協会
8128体操と脳トレゲーム 講師.ウィードフィットネスクラブ
9/3 川地の食材で料理教室 講師:三次市食生活改善推進協議会
11/21 川地の史跡を知ろう 講師:立畑春夫さん
10/16造幣局と広島市植物公園へ行こう

・地域学級講座
・食育支援会議・・・10回開催
圃サークル代表者会議 3/12 

-配食ザービス 12/1 249食(ちらじ寿司、煮じ函_A手ζ ド京子ト弛)

・米寿のお祝い
・赤い羽根募金の対応
阻サロン支援・指導
・学校、保育所ボランティア団体への協力
・三次市社会福祉協議会での活動

・かわちだより発行
年4回(96号、 97号、 98号、 99号*編集会議 4回(5/31β/31，11129，2128)

・広報仕分け作業・・・毎月9臼仕分け、常会への配布 *選挙広報田付 4/10
作業手当 575，520円

E交流企画
ピックルボール体験会&食事会 2/16 川地小体育館 12名参加

-第22固而面五よる里まつり(11117)
バザーテント(24)、展示団体(15)、出演団体(12)

・第48田川地地区合同敬老会(9/16) 対象者 349名 参加者 69名

-・



令和 6年度三次市自治活動支援事業等による活動 報告①-2

事 業 名 実施主体 事業 日 (参加人数) 鶴調灘融調度踏襲轍誠艇三
各種 会議 連合自治会 令和6年 4月~令和7年 3月まで 令和5年 4月~令和6年 3月まで

総会 4/26 35人 4/28 3 5人

理事会 12回(延べ 215人) 12回(延べ 181入)

その 他係 福祉係 54回 (11 425人) 54回 (11 425人)

サークル代表者会議 l回(" 5人) 1回(" 5人)

指定配布物仕分け係 12回(" 120人) 12回(" 120人)

かわちだより編集係 4回("17人) 96""'99号 4回("17人) 92，-...，95号

計83回( 817人) 計83回( 783人)

連合自治会 回数 参加数 回数 参加数

青年企画部 会議 会議

イベント 12 イベント 16 

計 17 計 3 21 

回数 i 参加数 回数i 参加数

連合自治会 健康体操教室 24 ! 232 健康教室 22 i 286 
シルバーカラオケ 24 i 102 洋画 8 20 
俳句 10 32 シルバーカラオケ 25 ! 108 
ウォーキング同好会 9 38 俳句 12 48 

各種生涯学習 パソコン同好会 24 110 ウォーキング同好会 11 i 61 
各種サークル活動 県民踊柴田教室 42 178 パソコン同好会 24 122 

ひょっとこ踊り同好会 19 191 県民踊柴田教室 47 182 
うたごえサークノレ 67 ひょっとこ踊り同好会 17 143 
中の村元気体操 46 340 うたごえサークル 9 83 
中の村ほのぼのサロン 9 91 中の村元気体操 44 281 

中の村ほのぼのサロン 95 

計 216 J 1381 計 228 ! 1429 

こども料理教室 19 こども料理教室 18 

いきいき塾講師
2l ! l 

23 いきいき塾講師 11 

川地人宝パンク 連合自治会
川地を知ろう企画 29 川地を知ろう企画 5 

川地音頭の指導

0 0i 
。川地音頭の指導

001 1 

。
川地小学校社会見学 。川地小学校社会見学 。

計 4 71 言十 31 34 
講演、運動、料理な

講演、運動、料理な

いきいき塾 体育・生産学習保
どの生涯学習

5 66 どの生涯学習 5 67 
(特別コース:おでか

け)
(特別コース:中止)

地域学級講座 体育・生 E学習毎
秋町学級 11 71 秋 町 学 級 12 79 

計 11 71 計 12 ! 79 

青色防犯パトロール 青パト委員会 24 48 22 44 

川地放課後
開設日数 236 開設日数 237 

放課後児童クラブ
子ども教室

時 間 1161. 5h 時 間 1185.5 h 
延べ人数 3，292人 延べ人数 3，934人

現在 現在
体育・生涯学習 川地小学校・保育所

E司ll'曹X 1Di
川地小学校・保育所

真宵X 預

川地食育支援センター
係 へ給食食材を提供

会錯 会員
へ給食食材を提供

会韻 会員

10回 38名 12回 31名

nr』



報告①ー3

令和6年度自治活動支援事業交付金活動概要
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事業名 予算額 決算額 備 考

給料・賃金・手当 5，750，000 5，825，779 給料・賃金・手当

中小企業退職金共済 60，000 60，000 職員2名分*退職手当

役員手当① 120，000 120，000 連合会長(年間分)

役員手当② 170，000 170，000 単位自治会長・事務局長・地区社協代表(年間分)

社会保険 800，000 824，677 健康保険・厚生年金・子育て支援拠出金

労働保険 80，000 95，788 雇用保険

放課後子ども教室 108，000 101，591 担当者事務費本子ども教室予算より

予備費 526，000 。
dロ』 言十 7，614，000 7，197，835 

運営費
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事業名 予算額 決算額 備 考

旅費 60，000 。
生涯学習(いきいき塾) 155，000 177.117 

ボッチャに挑戦、体操と脳トレ、料理教室、史跡巡り、植物公
園・造幣局(会費67，000円)

各種サークル活動 30，000 。
田舎に住もう企画 30，000 49，060 ゼンリン地図購入

JlI地人宝1¥ンク 80，000 。いきいき塾料理教室・史跡巡り

青年企画部活動 125，000 38，189 2/16ピックルボール体験会&金事会(会費20，000円)

町内一斉声掛け運動 7月、 9月、 12月

子どもたちのスポーツ教室 60，000 6，612 川地小クラブスポーツ教室(バドミントン 11/11，1219) 

図書室の環境整備 30，000 6，182 図書 5冊購入

視察研修 130，000 151，620 11/1熊野東防災交流センターパス代等(会費40，000円)

自治会館大掃除 。 。8月(サークル関係者)、 12月(理事役員)

文化講演会 60，000 240，848 3/2美術館巡り(下の瀬、ひろしま)パス代等会費40，000円

公民館保険 80，000 75，150 公民館保険料

指定配布物配布活動 590，000 575，520 広報配布手数料

三次市住民自治組織連合会 20，000 20，000 年会費

複合機カウンター料 320，000 337，786 カウンター料(白黒47，831枚、カラー9，620枚)

印刷製本 150，000 122，244 かわちだより、チラシ印刷等

公用車ガソリン代 80，000 68，756 ガソリン代(374Q)

購読料 60，000 46，800 新聞購読料

通信運搬費 50，000 32，262 切手、ハガキ代

賃借料(集会所) 70，000 70，000 上川立中(40，000円)、瀬谷(30，000円)

自治会等活動費 500，000 282，260 
第22回川地ふる里まつり、グフウンドゴルフ大会、いきいき
塾等

補助金 400，000 330，000 
川地運動広場管理委員会、青少年育成川地町民会語、川地
合同敬老会、秋町地域学級への支援

その他経費 900，000 481，773 消耗品費、手数料、負担金、備品費等

予備費 1，376，000 。
dEbZ 恥 言十 5，356，000 3，112，179 
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令和6年度 【自治活動支援事業交付金】収支決算書 報告①-4
人件費凶収入

区 分 予算額 決算額(①+②) 増減額 ①交付金 ②自主財源 備考

繰越金 885，412 885，412 。 885，412 。

ェ次市交付金 6，605，000 6，605，。∞ 01 6，605，0∞ 。三次市自治活動支援事業交付金

放課後子ども教室運営費 108瓜lO 108，0∞ 。 。 108，0∞ z次市放標後子ども教室事業

雇用保険戻入 15，588 19，639 4，051 。 19，639 職員2名分

~当コh 計 7，614β∞ 7，618，051 4，051 7，490，412 127，639 

人件費園支出

区 分 予算額 決算額(①+②) 増減額 ①交付金 ②自主財jJj 傭宥

給料・賃金・手当 5，750，000 5，825，779 75，779 5，825，779 011.員(2名)、臨時車用(2名)

中小企業退職金共漬 60，000 60，000 。 60，000 015，000円x2人x6Jl

連合会長手当 120，000 120，000 。 120，000 0年間分

理事手当(単自会甚事務晶甚・地巨桂簡代量) 170，000 170，∞o 。 170，000 日 10，0叩円 x17人[年間分)

社会保険 800，000 824，677 24，677 824，677 。職員Z名分

労働保険 ;，-.， 80，000 95，788 15，788 95，788 。職員Z名分、臨時雇用(1名)

放課後子ども教室運営費 108，000 101，591 -6，409 。 101，591 事務費

予備費 526，0∞ 。 。 。 。

支出合計 7，614，∞o 7，197，835 -416，165 7，096，244 101，591 

繰越金 凶J420，216 。 394，168 26，048 

総 4広色ヨ、 言十 7，614，000 7，618，051 4，051 7，490，412 127，639 

運営費圃収入

区 分 予算額 決算額(①+②} 増減額 ①交付金 自主財箪予耳穣 ②自主財源 備考

繰越金 2，847，524 2，847，524 o 1 1，643，166 1，204，358 1，204，358 

二次市交付金(運営費) 1，356，000 1，356，000 o 1 1，356，000 。 。三次市自治活動宝橿事量茸付金

連合会費 112，000 110，000 -2，000 。 112，000 110，000 1戸/200円 x550戸

参加費 100，000 167，000 67，000 。 100，000 167，000 いきいき塾等参加費

印刷・コピー料 200，000 193，520 -6，480 。 200，000 193，520 単位自治会等の印刷料

広報配布委託料(二次市) 590，000 1，176，000 586，000 。 590，000 1，176，000 令和5年度、令和6年度

広報配布委託料(その他) 100，000 240，920 140，920 。 100，000 240，920 県公報、二次社協他

雑収入 50，476 139，241 88，765 。 50，476 139，241 社協より返金、貯金利子等

dロh 計 5，356，000 。，230，205 874，205 2，999，166 2，356，834 3，231，039 

運営費国支出

区 分 予算額 国語副 主諸|決算額伽②>1 増減額|①交付金|宮古|②自主財源 備考

報償費 190，000 1 190，000 1 190，∞01 39，674 1 ー150，3261 39，674 1 0 1 0 1スポーツ教室等講師代

報償費 |その他報償費 5，000 I 5，000 I 5，000 I 0 I -5，000 I 0 I 0 I 0 I 
小計 195，000 / 195，000 / 195，000 

60，000 I 60，000 I 60，000 
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。
。旅費

需用費

消耗品 350，000 1 350，OpO I 350，000 I 392，567 I 42，567 I 392，567 I 0 I 0 I事務用品、用紙、新聞.雑誌等

燃料費 80，0001 80，000 I 80，0001 70，7561 -9，2441 70，7561 01 01ガソリン代

食糧費 叩 001 叩 00I 10，∞01 01 ー10，0001 0 1 0 1 0 1 

印刷製本費 200β00 I 200，000 I 200，000 I 122，244 I ー77，756I 122，244 I 0 I 0 Iプリント町かわちだより、チラシ等)

修繕貧 200，000 I 200，000 I 200，000 I 0 I -200，000 I 0 I 0 I 0 

小計 840，0∞I 84叩∞ 840，000I 58目的 1-254，433 1 58日67I 0 I 0 

通信運搬費 50，000 1 50，0∞ 50，000 1 35，421 1 ー14，5791 35，421 1 01 0 1葉書・切手代

手数料 10，0001 10，000 I 10，000 I 7，260 I -2，740 I 7，260 I 0 I 0/振込手数料等

公民館保険料 80，000 1 80，000 1 80，ω01 75，1501 -4，8印 75，1501 01 01年間分

その他保除料 15，000 I 15，000 I 15，000 I 0 I -15，000 I 0 I 0 I 0 

小計 155，0001 155，0001 155，0001 117，8311 -37，1691 117，8311 01 0 

50，000 I 50，000 I 50，000 I 0 I -50，∞0/ 01 0/ 0 

役務費

委託料

会場使用料 20，0∞ 20，000 20，000 6，160 -13，840 自，160 。 。 いきい曹塾(10/16植晦公置入国軒}

ーーーー-ーー・・・・・ aー圃・ a ・4・咽a・・・ a ・・・・・---冒制帽 ~ --------ー・・・ ---------ーーーー.--ーー・・・・ーー.--------ー--------------帽骨明・ー・ーー・--------ーー-------------ーーー"--・・-------咽--司・ー・・・・・・・・
自動車借上料 300，0∞ 300，000 300，000 305，150 5，150 305，150 。 。 パス代・高速代
---------・・・・---副._-ーーーー・・・・・・-------・・・・--・------ー---------ーーー.-・ー・・圃・・ 4・---------ー-----ー.-.--ー・ー・・・・・・・・--ーーー・・・・・---------・.咽・・ー-ー 幽・---・・・・・ーーー----帽司ーー・

使用料及び置借料|複合機(カウン聖一料) 320，000 320，000 320，000 337，786 17，786 337，786 。 。 コピー機使用料
-ー-------_.幽 4・----------ー-ー-------・・ -酔・・晶画・・・・・・・・ ー---胃圃ー，・・・ーー -ーー・・・旬・・・---------ー.司.--・・・・・ーーー .明p・----晶画-----ーーー・・・"・，ー--値骨・ー'ー・・・・・・ ---'‘・・・・・・・・・・・---------
土地賃借料 70，000 70，000 70，000 70，0∞ 。 70，000 。 。 集会所土地買惜〔上111立中沼谷}

小百十 710，000 710，000 710，000 719，096 9，096 719，096 。 。

工事請負費 100，000 100，000 100，000 。 -100，000 。 。 。

原材料費 100，000 100，∞o 100，000 。 -100，000 。 。 。

備品購入費 250，0∞ 250，000 250，000 166，430 83，570 166，430 。 。事務室PC更改

負担金 30，0∞ 30，000 30，000 28，500 -1，500 28，500 。 。 自治醐鍾品川噌寝輔会費等

川地運動広増、膏少年育成
補助金 400，000 400，000 400，000 330，000 -70，000 330，000 。 o 1m地町長会議、合同敬老会、

秋町地械学級

積立金 。 。 。 。 。 。 。 。

自主財源活動費 。 。 。 549，561 49，561 日 500，000 549，561 1ふる且ついG肱いきいき胴

指定配布委託料 。 。 。 575，520 ー14，480 。 590，000 575，5到空間委託料

予備費 1，851，524 。 。 。 。 。 。 。

支出合計 4，741，524 2，890，000 2，890，000 3，112，179 o 1 1，987，098 1，090，000 1，125，081 

繰越金 。 。 。国 3，118，附 o 1 1，012，068 01 2，105，958 

総 合 計 4，741，524 2，890，000 2，890，000 6，230，205 398，681 2，999，166 1，090，000 3，231，039 
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10.310.014 

お詰司

令和6年度監査報告
自治活動支嬢事業交付金会計の収支決算書及び関係書類について監査した結

果‘会計処理、その他適正I二処理されていることを認め報告します。
令和7年4月 11日 』

監査寸持、3LZず臥麻由『



令和6年度活動支援交付金選択事業収支決算書 報告⑧
住民自治組織名:川地連合自治会

【収入】 (単位:円)

区分 予算額 決算額 備考

交付金 1，300，000 1，300，000 て1)
積立金 291.558 376，982 関城自治会、中の村自治会，

繰越金(交付金) 。 。
単位自治会会計 1，591，558 1，676，982 

繰越金(その他) 1(2) 92，103 92，103 

合計 1，683，651 1，769，085 

【支出】 (単位.円)

区分 予算額 決算額
交付金

備考
父付対象経費 交付対象経費 充当額

給料，報酬 。 。 。 。 。
共済費 。 。 。 。 。
委員等謝礼 。 D 16，297 16，297 16，297 

講師謝礼 60，000 60，000 35，651 35，651 35，651 

その他報償費 。 。 24，000 24，000 2，753 

旅費 20，000 20，000 。 。 。
消耗品費 230，000 230，000 156，291 156，291 156，291 

燃料費 20，000 20，000 4，153 4，153 4，153 

食糧費 20，000 20，000 4，833 4，833 4，833 

印刷製本費 50，000 50，000 61，757 61，757 61，757 

光熱水費 日 。 。 。 。
修繕料 。 。 34，000 34，000 。
通信運搬費 5，000 5，000 48，983 48，983 44，260 

手数料 5，000 5，000 25，664 26，664 26，654 

その他保険料 5，000 5，000 。 。 。
委託料 115，000 115，000 197，250 197，250 186，052 

会場使用料 15，000 15，000 15，000 15，000 15，000 

自動車借上料 20，000 20，000 19，800 19，800 19，800 

有料道路使用料 。 。 。 。 。
その他使用料及び賃借料 25，000 25，000 2，000 2，000 2，000 

工事請負費 721，810 721，810 721，810 721，810 699，100 

原材料費 279，610 279，610 284，120 284，120 15，410 

備品購入賞 。 。 。 。 。
負担金 。 。 。 。 。
補助金 D 。 。 。 。
積立金 。 D 。 D 。
繰越金 。 。 。 。 。

合計 1，591，420 1，591，420 1，652，609 1，652，609 1，290，021 ( 3) 

①+  ①ー①=返還金
令和6年度監査報告

自治活動支援事業交付金選択事業会計の収支決算書及び関係書類について監査した結果、会計処理、その他適正に処理されているこ

とを認め報告します。

令和7年4月11日 -

J査守 A字、真一 監査 あ~森φ :守J)
自Jご品"'ム"" 交付金 実施額 内容

悶城自治会 700，000 991，420 ⑤ どんどろ公園への進入路の拡幅、登坂への手摺り設置

①、③、⑤ 「中の村防災の手引き」作成作業、プログ

中の村自治会 135，000 206，168 「中の村自治会」の立上げ・自治会通信の発行、葉ポタン

祭りへの参加、桜土手の環境保全

連合自治会 465，000 455，051 ②、④ カタクリの呈の環境保全、川地ふる呈まつりの実踊

合 計 1，652，639 
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報告③

【指定管理料】収支決算書令和6年度

単位:円

区 分 予算額 決算額 増減 備考

繰越金 435，576 I 435，576 I 0 
指定管理料 2，365，000 I 2，370，000 I 5，000三次市指定管理費

施設使用料 30，000 I 130，860 I 100，860部屋代、冷暖房協力費

雑収入(預金利子等 424I 229 I -195 

合計 2，831，000 1 2，936，665105，665 

-収入

¥¥J〆

単位円

区 分 予算額 決算額 増減 備考

電気料 700，000 670，079 -29，921 12.933kw、再エネ賦課金42.036円
ーー帽再・・・ーーーーー---ー・・ー・ー骨曹ーー・・ー-- ー圃ーー・ーーーーーーーー............ ............ ...ーーーーーー・ー眉喧・・ーーーーーーーー-_. 

LPガス代 40，000 28，120 -11.880 17.3ni 
-.回ーーー・・ーーー---ーー圃ー------..・・・・ ーーーー・ー-ーーーー咽.-・ー圃ー ー--_..---“・，園田ーーー・・ ーー・・ーー・ーーーーーーーーーーー・，ーーー・・ーーー

光熱水費 水道料 40，000 33，176 -6，824 53.0ni 
--園田園田園曙・ーーーーーーーー・・ーーーーーー・・ーーー -・ーー皿ーーー咽唱骨ーーー......-- ーーーーー咽ー............ーーー・ 4・・・...-_...ー司-_.

灯油代 30，000 13，988 一16.012120Q 

小計 810，000 745，363 -64.637 
電気工作物保安管理料 80，000 75，790 -4.210 年間契約料
ー・.--ーーーーーーーーー・ー・田園・ーーー圃岨・ーーー ーーーーーーーーー・・・・圃ー，田・ ー・ーー---ーーーー圃ーーーーーーーーー...............冒

保守委託費
消防設備保守点検料 30，000 26，400 -3，600 年2回点検 | 
ーーーーーーーーーーーーーーーーー.同居・ーー---圃ーー ーーーーーーーー・・・・・・・・ーーーー 画ーー圃---ー・・ーーーーーー・ーー------ー-. 

浄化槽管理委託料 320，000 309，106 一10，894委託料、法定点検料

小計 430，000 411，296 ー18，704 / 

消耗品費 80，000 100，654 20，654 DVDプレーヤ、印刷インク、マス聖ー他
-ー--ー-ー・・ーーーー，ーーーー・ E 圃圃------- 骨量ーー，胆圃ーーー・.-ーーーーー

清掃関係費 80，000 30，932 -49，068 モップ代、ゴミ袋
圃ーーーーーーーーーー，ーーーーーーーーーー--ーー・ー ー--司園田ーーーー・・・圃ーーー・・

管理費 鍵管理料(自治会館) 10，000 10，000 。自治会館鍵保管料
ーー開園ーーーーー・"ー---薗圃圃・ーーーー.................. ー園田曙縄開事由ーーー圃圃ーーーーー --・ーーーー・ 4・・-ー・・ーーー ーー圃ーー.岨ーーーー・田ーーー・ーー・・ーーーーーー

手数料 10，000 4，950 -5.050 振込料

小計 180，000 146，536 -33，464 
電話料 80，000 65，829 -14.171 電話料
ーーーーーーーーーーー-ー・圃ーーーー・・・・ーー--圃圃 ---ーーーーーーーーーーー曲・・ー ーーーー・帽圃..............ーーーーーー・・ーーーーーーー

テレビ受信料 20，000 11，586 -8，414 テレビ受信料
-ーーーー---・ーーーーーー圃圃圃ー・ーーーーーーーー .幽ーー............圃国・ーー--...-- ーー・圃圃ーーーーー岨・ー明ーーー-圃曲直ーー晒・ F

通信運搬費 CATV視聴料 40，000 21，318 -18.682 ケーブルテレビ視聴料
ーーー・・四四・--ー・ーーーーーーーー園田昌ーー・--- ー"ーーーー"ーーーーーーーーーーー ー・・ーーーーー圃ーーー・---ーーーーーーーーー・・ー

通信料(イントネット) 30，000 37，620 7，620 イントネット利用料

小計 170，000 136，353 一33，647
自動車リース料 260，000 244，200 -15，800 公用車リース代
............ーー・ーーー帽ーー・由ーーーーーーーーー・ー画世 ー開園ーーーー圃ーーーーーーーーー ーーーーーー咽園田・ーーーー-_.凶ーーーーー--.・・

使用料及び 複合機リース料 280，000 270，600 -9，400 事務室複合機リース代
ー腫恒国 F 岨圃圃ーーーーーーー-.凶・ a・・・・ H 圃--再開 ー.曹司ーー--.・ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー喧・・ーーーーー

賃借料 印刷機管理料 260，000 256，080 -3，920 事務室印刷機リース代

小計 800，000 770.880 一29，120
負担金 10，000 。 -10.000 
備品費 100，000 23，800 一76，200自治会館車イス

修繕費 300，000 。-300，000 
予備費 31，000 。 -31，000 

支 出 合 計 2，831，000 2，234，228 -596，772 

翌年度繰越金 。 702，437 。
4ロ』 計 2，831，000 2，936，665 105，665 

圃支出

監査報告

指定管理料金計の収支決算書及び関係書類について監査した結果、会計処理、その他適正に処理されていることを
認め報告します。

令和6年度

:! じ宗;~ 
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F
n
u
 

希、真一1主監査

令和7年半月//日



2024(令和6)年度 報告④

川地放課後子ども教室委託金収支決算書

w、.-
費 目 予算額 決算額 備 考

繰越金 1，109，480 1，109，480 
三次市委託料 3，226，300 3，226，300' 

夏休み会員保険料1450円(5名)7，250円

保護者負担金 40.000 34.800' 令和7年度児童保険料1450円(19

名)27，550円

業務委託料 。 。前年度精算分
雑収入 220 355 貯金利息

戸一 計上 4，376，000 4，370，935， 

2支出 単位:円

費 目 細 目 予算額 決算額 備 考
業務委託料 精算分 30，288 30，288 前年度精算分

.4月-7月

報償費 安全管理員 1，400，000 
時給1.000円x504待問=504，000円

1，639，804 .8月以降

分18円x56，D48分=1，008，864円
-交通費 1キロ20円計 126，940円
.4月-7月

報償費 学習アドバイザー 100.000 55，640 
時給1，000円x23.5時間=23，500円

.8月以降
分18円x1，590分=28，620円

-交通費 1キロ20円計3，520円

報償費 その他(講師謝礼など) 100.000 55，105 マジック教室等講師謝礼

旅費 旅費 60，000 。研修等出席旅費

需用費 教材費 350.000 138.547 学習教室用教材

需用費 消耗品費 150，000 35，565 事務用品、紙、救急用品、日用品ほか

役務費 印刷製本費(連合事務局へ) 50，000 37，557 子ども教室材料の印刷など

需用費 修繕費 50，000 。ランチルーム備品の修繕など

需用費 食糧費 10.000 。会議出席者等のお茶代など

役務費 通信運搬費 70.000 47，333 郵送料、電話代など
安全管理員3名・アドバイザ-2名

保険料(安全管
B区分1200円(2名)2，400円
C区分1850円(3名)5，550円

役務費 理員・学習アド 20.000 21，350 令和7年度安全管理員B名・アドバイザ-2

パイザー)
名(肉兼任1名)
B区分1200円(5名)6，000円
C区分1850円(4名)7，400円

夏休み会員保険料1450円(陥7.250円

役務費 保険料(児童) 40，000 34，800 令和7年度児童保険料1450円(19

名)27，550円

役務費 手数料 50，000 50，214 振込手数料、チラシ折込手数料など

備品費 備品費 200，000 44，876 子ども教室用備品

運営費 連合自治会へ 108，000 108.000 事務運嘗費

使用料及び賃借料 ランチルーム鍵保管・電気代 10.000 10，000 鍵管理者への保管代

使用料及び賃借料 その他使用料及び賃借料 10.000 。
i予備費 1，567，712 。

支出合計 4，376，000 2，309，079 

繰越金 2，061，856 」

dロ~ 計 4，376，000 4，370，935 I 
監査報告

2024(令和6)年度川地放課後子ども教室会計決算の関係帳簿等

について監査した結果，適正に処理されていることを恕め報告します。

之~.之s年ダ月 1/ 日

監

監

査

査

守浄、真一
手j4人麻匂
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(塾



報告⑤

令和6年度 川地地区公衆衛生推進協議会収支決算書

収入の部 単位:円

区 分 予算額 決算額 備考

前年度繰越金 404.584 404.584 

河川清掃委託地区配分金 180.000 180.000 4/7，10/6実施分

環境・健康募金配分金 91，000 93，000 772世帯、募金額105，500円

エコステーション事業 40，000 96.570 令和5年度、令和6年度分

雑収入 416 86 貯金利子

d口~ 計 716，000 774，240 

支出の部 単位:円

区 分 予算額 決算額 備考

河川道路一斉清掃(春、秋) 200.000 122.700 作業手当300円x409戸

不法投棄廃棄物処理 10，000 。
ゴミステーション等の修理 300，000 118.600 (修復))11駅・永屋常会、駅組

通信費 1.000 。
印刷費 5，000 。
消耗品費 60，000 21，018 ゴミ袋

手数料 1.000 3.960 振込料

負担金 2.000 1.000 防犯灯組合負担金

委託料 50，000 。
予備費 87，000 。
支出合計 716，000 267，278 

翌年度繰越金 。506，962 

dロ~ 計 716，000 774，240 

令和6年度監査報告

川地地区公衆衛生推進協議会会計の収支決算書及び関係書類について監査した結果、会計
処理、その他適正に処理されていることを認め報告します。

令和7年ギ月 1/日

監査 す尽真一窃)

監査 あ本麻由(き)

-8-



連合事務局・各係等

連合自治会事業計画(案)

令和7度(2025)

議案①-1

連合事務局

-事事面轟
・スポーツ教室 子ども達へのスポーツの推進、若年層の交流としてのスポーツサークル
・川地人宝パンク活用 青少年育成川地町民会議、放課後子ども教室などによる人材活用
・川地放課後子ども教室(児童19名)
・川地を知ろう企画(川地中学校と合同) グッドタウン三次
・図書室の環境整備 各種図書の購入他
・田舎に住もう企画(集落支援員との協働) 空き家対策
・JII地中学校合同防災講座(自主防災活動)

総務係
-三次市明るい選挙推進協議会両地支部活動
選挙に伴う広報活動 *参議院選挙

生活係

-声かけ運動
7/7-7/11、9/1-9/5、12/1-12/5、(2026)4/13-4/17

・献血運動(移動献血車予定表配布)
・青色防犯パトロールの実施
・河川道路一斉清掃(空き缶、ゴミなどの回収)4/6(日)、 10/5(日)
・環境・健康募金(旧健康感謝募金)
・街角エコステーション事業 廃油の回収、街角リユース
・不法投棄監視活動
・三次市公衆衛生推進協議会関係

面薩麗藷最蚕--T2育亨吏5---一ーー・

体育生涯学習係

-グラウンドゴルヲ天蓋 (6122) 

・いきいき塾・圃・年4回、特別コース
園地域学級講座
・食育支援会議・・・毎月 1回
・サークル代表者会議 3月

福祉係
(J!I地地区社会福祉協議会)

編集係

広報仕分け係

-配量ザーピス
・米寿のお祝い
・赤い羽根募金の対応
・サロン支援・指導
・学校、保育所ボランティア団体への協力
・三次市社会福祉協議会での活動

・かわちだより発行
年4回(100号、 101号、 102号、 103号*編集会議 4田(5/30，8129，11128，2127)

・広報仕分け作業・・・毎月9日仕分け、常会への配布 *選挙広報配付

青年企画部
国交流企画
スポーツを通じた交流企画

各種実行委員会

国第23田川地ふる里まつり(11116)
・第49田川地地区合同敬老会(9115)
.m地まちづくりビジョン策定委員会(仮称)

n
H
U
 



議案①-2
令和7年度自治活動支援事業交付金事業計画(案)

人件費

司

正

司

d

a
品

T

E

U

C

U

マt

事業名 予算額 備 考

給料・賃金・手当 5，878，000 給料・賃金・手当

中小企業退職金共済 120，000 職員2名分*退職手当

役員手当① 120，000 連合会長(年間分)

役員手当② 170.000 単位自治会長・事務局長・地区社協代表(年間分)

社会保険 850，000 健康保険・厚生年金・子育て支援拠出金

労働保険 100，000 雇用保険

予備費 111.000 

dロh 計 7，349，000 

運営費

O 

事業名 予算額 備 考

旅費 50，000 会議等出席旅費

生涯学習(いきいき塾) 165.000 年4回企画、お出かけ企画

田舎に住もう企画 50，000 集落支援員による空き家対策活動支援

川地人宝バンク 50，000 各種教室開催になどに伴う経費

青年企画部活動 150，000 若い世代間交流企画

町内一斉声掛け運動 o 7月、 9月、 12月、 (R8)4月

スポーツ交流会 80.000 川地小クラブスポーツ教室、バドミントンサークル

図書室の環境整備 30，000 図書購入、備品、消耗品など

視察研修 140.000 総会終了後計画

自治会館大掃除 。8月(サークル関係者)、 12月(理事役員)

健康講演会 30，000 別途調整中 *令和6年度文化交流会

川地まちづくりビジョン策定 50，000 消耗品、印刷代、食糧費

川地中との合同防災講座 50，000 6/28 日本赤十字社防災セミナー開催

三次市住民自治組織連合会 20，000 年会費

複合機カウンター料 350，000 カウンター料

印刷製本 200.000 かわちだより、チラシ、川地まちづくりビジョン印刷等

賃借料(集会所) 70，000 上川立中 (40，000円)、瀬谷(30，000円)

補助金 400，000 
川地運動広場管理委員会、青少年育成川地町民会議、
川地合同敬老会、地域学級への支援

その他経費 1，240，000 消耗品費、手数料、通信運搬費、負担金、備品費等

指定配布物配布活動 590，000 広報配布手数料

自治会等活動費 500，000 
第23回川地ふる里まつり(11116)、グラウンドゴルフ大会
(6/22)、いきいき塾等

予備費 1，365，000 

dEbZ h 言十 5，580，000 

内
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18 

19 

20 

21 

-10-



令和7年度 【自治活動支援事業交付金】収支予算書(案)
議案①ー3

人件費・収入

区 分 予算額 (前年度)決算額 {交付金) (自主財源) 積算根拠

繰越金 420，216 885，412 885，412 。

ニ次市交付金 6，913，000 6，605，000 6，805，0∞ 01:::次市自治活動支援事業受付金

放課後子ども教室運営費 。 108，0司日 。 108，0∞ 

雇用保険戻入 15，784 19，639 。 19，639 職員2名

dEhヨh 計 7，349，000 7，618，051 7.490，412 127，639 

人件費圃支出

区 分 予算額 (前年度)決算額 (交付金) (自主財源) 積算根拠

給料・賃金・手当(2名分) 5，878，000 5，825目779 5，825，779 。臨時雇用(1名)含む

中小企業退職金共済(2名分) 120，000 60，000 60，000 。職員2名

連合会長手当 120，000 120，000 120.0∞ 。年間分

理事手当(単白金星・事務島長・地区社也代表) 170，000 170，000 170，000 011日，∞0円x17人(年間分)

社会保険 850，000 824，677 824，677 。職員2名

労働保険 100，000 95，788 95，788 日職員2名

。 101，591 。 101，591 放課後子ども教室運営費

予備費 111，000 日 。 。

繰越金 。 420，216 394，168 26，048 

合 富十 7，349，000 7，618，051 7目490目412 127，639 

運営費・収入

区 分 予算額
(前年度)

(交付金) (自主財源) 積算根拠決算額

繰越金 3，118，026 2，847，524 1，643，166 1，204，358 

二次市交付金(運営費) 1，356，0∞ 1，356，000 1，356，000 二次市自治活動支援事業交付金 」
連合会費 110，000 110，000 。 110，000 1戸/200円 X550戸

参加費 100，000 167目。。。 。 167，000 いきいき塾等参加費

印刷・コピー料 200，000 193，520 。 193，520 単位自治会等の印刷料

広報配布委託料(ニ次市) 590，000 1，176，000 。 1，176，000 年問委託分

広報配布委託料(その他) 100，000 240，920 o 240，920 契約分以外

雑収入 5，974 139，241 。 139，241 貯金利子等

4戸hヨ 計 5，580，000 6，230，205 2，999，166 3，231，039 

運営費・支出

区 分 予算額 「一-:::-l交付金 I(桝喜)I <交付金) 1<自主財源)
|壷付対象緑曹 l充当額| 持

積算根拠

旅費

報償責 190，0001 190，000 1 190，0001 39，6741 39，6741 01スポーツ教室、いきいき塾等の講師料

その他報償責 5，000 1 5，000 1 5，000 1 0 1 0 1 0 1草刈り燃料代等

小計 195β001 19叩∞ 1 195，000 1 39，674 1 39，6741 0 1 

l 50，000 1 50，0∞ 1 50，000 1 0 1 0 1 0 1会議等出席旅費

消耗品 400，000 1 400，000 1 400，000 1 392，567 1 392，567 1 0 1事務用品、用紙、新聞、雑誌等

燃料費 80，000 1 80，000 1 80，000 1 70，756 1 70，7561 0 1ガソリン代

食糧費 2叩 001 20，0∞ 20，000 1 0 1 0 1 0 1会議開催時飲料

「冒印刷製本費 却目0∞0∞01 220，0∞001 220∞01 122句，2μ441 12及2，2剖441 01ブbト哨問(ゆ為か、わ柿ちだよ副り、チ持ラシ‘ま酷ちづ<¥叫LりJピ印口ヨ昨ン等和) 

|幅雇語蚕蚕一一一~一一一-寸T司-一一一-一一-一-弘託尚b耐而I下下』一一-一 2

I/J'4小、計 9却肌，0∞0∞0叫 920，臥，0∞0∞01 9位2臥叩0∞∞01 58眠即旦日5“悶6幻7叶| 悶 5訂 01 

通信運搬費 50，0∞ 50，0001 50，∞01 35，421 1 鉱4211 01;葉書・切手代

手数料 10，0001 乱0001 10，∞o I 7，260 I 7，260 I 0 I振込手数料、チラシ折込料等

公民館保険料 80β001 80，000 1 71，000 I 75，1501 75，1501 01 :年間分

その他保険料 10，0001 10，∞01 01 01 01 01イベント保険等

報償責

需用費

役務費

小計 150，000 I 150，000 I 131，000 I 117，831 I 117，831 I 0 

委託料 60，0∞ 60，0001 ω，0001 01 01 01害虫駆除等

'会場使用料 30目000I 30，000 I 0 I 6，160 I 目1601 0 I会場使用等

自動車借上料 320，∞01 320，000 1 01 305，150 I 305，1501 01パス代、高速代

型用制丑ぴ置借料|複合機(カウン9ー料)1 350，000 1 350，000 1 0 1 337，786 1 幻，7861 0 Iコピー機使用料

土地賃借料 70，000 1 70，0∞ 01 叩∞ 70脚 01集会所土地賃借(上111立中・瀬谷)

小計 770，000 770，000 。 719.096 719，096 。

工事務負費 100，000 100，000 。 。 o 。看板設置等

原材料費 100，000 100，000 。 。 。 。砂利等

備品購入費 250，000 250，000 。 166，430 166，430 。備品購入(単価3万円以上)

負担金 50，000 50，000 。 28，50自 28，500 。対外的参加負担金(研修会参加等)

補助金 400，000 400，000 。 330，000 330，000 01)11地置動広場、合間敬老会等

積立金 。 。 。 。 。 。 市新制度OIIJ途申請)

自治会等活動費 580，000 。 。 549目561 。 549，561 ふる里まつり、 GG大会、交際費等

指定配布委託料 590，000 。 。 575，520 。 575，520 年問委託料

予備費 1，365，000 。 。 。 。 。

合 計 5，580，000 3，045，000 1，356，∞o 3，112，179 1，987，098 1，125，081 

繰越金 。 。 013，118，026 1，012，068 2，105，958 

合 計 5，580，000 3，045，000 1，356，∞o 6，230，205 I 2，999目166I 3，231，039 

aE

・・・
4
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令和7年度 【指定管理料】収支予算書(案)
議案②

-収入

項 目 予算額 前年度決算額

繰越金 702，437 435.576 

指定管理料 2，370，000 2，370，000 

施設使用料 50，000 130，860 

雑収入(預金利子等) 563 229 

dEhヨh 計 3，123，000 2.936.665 

-支出

区 分 予算額 前年度決算額

電気料 700，000 670，079 

LPガス代 40，000 28，120 

光熱水費 水道料 40，000 33，176 

灯油代 30，000 13，988 

小計 810，000 745，363 

震気壬怪物保安管理担--- 80，000 75，790 

保守委託費 j月.院設備保守息捧鈍............. 30，000 26.400 
浄化槽管理委託料 320，000 309，106 

小計 430.000 411，296 

泊.程晶費---._- 100，000 100，654 

;責揮関係費--- 80，000 30，932 

管理費 銀管理科............ー.......... 10，000 10.000 

手数料 10，000 4，950 

小言十 200，000 146，536 

震話料---圃・・ 80，000 65，829 

;云vビ:きま{童相.......... 20，000 11.586 -・・・・・・・・・・・...-..:J:'圃圃圃・.
通信運搬費 shtY規聴粧----..--- 30，000 21.318 ・・・.............，...... 

通信料(インターネット) 40，000 37，620 

小計 170，000 136，353 

且.動車リ三^斜~~-~契約l_ 260，000 244，200 

.複合.機リ三~~t_____ 280，000 270，600 

使用料及び賃借料 却額，11機;賞理割---------------- 270，000 256，080 

紙折り機リース料 120，000 。
小計 930，000 770，880 

負担金 10，000 。
備品費 200，000 23，800 

修繕費 300，000 。
予備費 73，000 。
翌年度繰越金 。 702，437 

dロh 言十 3，123，000 2.936.665 

内
/
』



議案③

令和7年度川地地区公衆衛生推進協議会収支予算書(案)

収入の部 単位:円

項目 予算額 前年度決算額 備考

前年度繰越金 506.962 404，584 

河川清掃委託地区配分金 180.000 180，000 4/6， 10/5実施

環境・健康募金配分金 90.000 93，000 環境・健康募金

エコステーション事業 40.000 96，570 廃油田収、リユース他

雑収入 38 86 

dロ~ 計 817.000 774，240 

支出の部 単位:円

項目 予算額 前年度決算額 備考

河川道路一斉清掃(春、秋) 70.000 122，700 作業手当 (300円x208戸)

不法投棄廃棄物処理 30，000 。不法投棄ゴミ処理代
」

ゴミステーション等の修理 300.000 118，600 補修等

通信費 1.000 。切手代等

印刷費 5.000 。印刷代

消耗品費 60.000 21，018 ゴミ袋等

手数料 5.000 3，960 振込料等

負担金 2，000 1，000 防犯灯負担金

委託料 50.000 。害虫駆除等

予備費 294.000 。
dEhZ h 計 817.000 

内

4u

a
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議案④

就業規則の一部改正

第 15条第2項 別表 5について次のとおり改正する。

別表 5 (案)

種別 基本給

事務局長 (月給制) 210，000円

事務職員 (月給制) 184， 000円

付則 6 この規則は、公布の日から施行し、改正後の就業規則は令和 7年 4

月 l日から適用する。

(参考)

改正理由

三次市自治活動支援交付金人件費予算に係る事務局長及び事務局職員

の基準額の見直しが行われたことによるもの。

改正前

種別 基本給

事務局長 (月給制) 200， 000円

事務職員 (月給制) 175，000円

-14-



【)11地連合自治会役員】

役職 氏 名 所 属

会長 久保田博昭 I也 域 協 力 者

2 副会長 中 j司 1専 司 志和地自治会

3 副会長

4 事務局長 目リ ) 11 J歩 川地連合自治会

5 中 原 盲 一 I也 I或 ↑詣 力 者

一 監事
6 ICZZ司2 本 麻 由 地 I或 協 力 者

顧問
鈴 木深由希 一次市議会議員

目泰 岡 一 5ム 次市議会議員

青年企画部長 高永甲真二 地 I或 ↑窃 力 者

F
町
U

4

・・・・



【上川立上自治会】 【上川立中自治会】
役職 氏 名 役職 氏 名

会長 O 境 辰 夫
..:::ト 長 O 福本幸則Z三

2 副会長 ム 山広 勝義

3 事務局長 O 松岡 英徳 卜す副会長
ム 岩広真 弓

ニ野雅通

4 会計 玉 井 隆行 4 事務局長 O 西川ニ干男

昨
中野いずみ

玉 井 平一

宇都 宮 真

5 会計 蔵杉和俊

6 五升田 賓

7 曾根回トミエ

8 理事 竹井幸則 8 横山 直樹

9 西 田 1専 9 重森和子

10 生 本 通関 10 清水十輝

1 1 竹 氏 賢吉 1 1 上杉千奈美

ト苦 監事
中 本立 勇

回目 中 呈.s皇1 

0連合理事会

12 樫迫千枝美

13 
監事

渡 辺 B歪
14 近 藤 茂

O連合理事会

【下川立地区自治会】 【岡城自治会】

役職 氏 名 役職 氏 名
-.c:，、 長 O 久保田知弓治Z玄

-.c:，、 長 O 村岡静明Z玄

トま 副会長
ム 波 多 野 進

植 田 i成
2 

副会長
ム 沼野隆史

3 前川 一麻

4 事務局長 O 渋 谷 憲一 4 事務局長 O 有馬健二

5 会計 松 木 和美 5 会計 山崎睦彦

6 蔀 直 子 6 川根秀春

7 脇坂静海 7 貞兼寓里子

8 田中富美子 8 砂川栄美子

山城守幸 9 上木宏美

大 野 茂

虞 畠 清治

10 
理事

田端妙子

1 1 折紙俊介

理事 中田奈美子 12 貞兼幸枝

木下省ニ 13 折紙干高

松 本 康博 14 岸下孝子

小迫俊之| 15 上里貴文

16 升 田 健ェ

斗ヱ 平田輝孝

16 
監事

富田和幸

17 」 立 坦 - 費 三塁-
18 一 キオ Fλ4と『

一 0連合理事会

昔 監事
震 住 幸男

生 田 男

O連合理事会

-16-



【中の村自治会】
役職 氏 名

..o‘ 長 O 末 園 富雄z:;;: 

トを副会長
ム 長岡憲治

中野優子

4 事務局長 O 川本正勝

5 11次長・会計 竹野真人

宮 崎 美幸

米津 実佐子

木本常爾

児玉照明

理事
川本聡美

中田真砂子

犬石国男

米津実佐子

今 谷 員弓
高 尾 圭一

ト十手 監事
竹本敏枝

玉 岡 貴司
O連合理事会

【瀬谷自治会】

役職 氏 名
~ 長 O 国政裕次郎Z三

2 3 
副 会長 ム 野崎浩昭

自筆 俊 彦

4 事務局長 O 国 政 良信

5 -.c.ト 計 安成町子Z三

ト手 理事 安成彰子

安 成 千 代美

ト§ 監事
長 尾 津 由子

藤 山 隆弘

O連合理事会

【志和地自治会】
役職 氏 名

-.c.ト 長 O 中沼博司Z玄

2 副会長 ム 山本興一

3 事務局長 O 重保清隆

4 会計 里予 柑 誠

~ 片岡利明

児玉照美

理事
住吉孝之

中原真一

広畠裕治

西川しづえ

童保清隆

中柑憲昭

今本好克

中村さゆ里

西川幸春

小松木建男
行事協力委員 中村善美

中村憲子

西村真奈美

山崎由美

野村良美

増田真知子

高永甲良子

224 5 監事
沖田裕子

田原直美

0連合理事会

【秋町自治会】

役職 氏 名
..o、 長 O 田 中佳博Z三

トを 副会長
ム 神山公生

宍 p 隆尚

4 事務周長 O 藤岡一興|

5 ~ 言十 田辺光伸z:;;: 

山 田 香

山 田 正則|

理事
藤木輝海

山 口 秀孝|

藤森ヒサコ

山下賢一

日告 監事
達木新次郎

藤田久美

0連合理事会

マ，.
4Ez--



【川地地区社会福祉協議会】 【協力団体等】

役職 氏 名 所 属 係 氏 名 各 種団体等

会長 O 玉井隆行 民 生 委 貝 中森 豊
交通安全協会・防犯
組 <<>-

ト一一一ー
Eコ

2 池上和子 地域協力者 2 沼野直樹 川地消防団
同一一一ー ド一一一ー
3 副会長 中沼博司 地域協力者

同一一一ー
4 犬石田男 地域協力者

3 生活係 末回真治 JlI地小 PTA
トーーーーー
4 関係

川近幸司
青少年育成
川地町民会議

トー・ーー
5 事務局長 藤岡久美 地域協力者 5 中揚浩二 防犯灯組合

6 五升田幸子 地域協力者
同甲山田由

ドーーー
6 田中正博

川地駐在所連絡
↑窃

吾主主 ~ 
邑費 z:;; 

7 事務局 小松木建男 地域協力者
同ーーーーー
8 沖田直枝 地域協力者

9 会計 大野弘子 地域 協 力 者

7 体育生 中村憲子 サークル総代表
ト一一一ー 涯学習
8 

係
大倉弘成 川地中 PTA

トーーーー
9 関係 横山安由美|辺地保育所

護者 会

10 脇坂静海
下川立サロン
ひ ま わ り一

11 渡辺千恵実 ιー '-
川立 サ ロ ン

理事 老人クフブ連合会12 中村博之 JII I也 支 昔日
一
13 宮本正之 民 生 委 員

14 村井憲治 身障 者 の 会
トーーーー
15 角{弗道治 民 生 委 員

トーーーー圃
16 深水美樹 民 生 委 員

←一一一ー
17 西川しづえ 民 生 委 員

』ーー一一
18 沖田裕子 児 童 委 員

トーーーー
19 山野千代子 川地女性会

一 評議員
20 武田史子

秩町女性会・ふれ
あいサロン

一 中の村ほのぼの21 中田真砂子 サ ロ ン
一
22 j由 上 博 おれんじ力フ工
一
23 藤本裕佳里 川地 中 学 校

トーーー一
24 原田和明 川地小学校

何「

同一一一ー
25 清水真由美 川地保育所

26 
監事

住広康博 地域 協 力 者

27 生 回 晃 地域協力者

O連合理事会
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川地連合自治会会則

(名称)

第 1条 この会は，川地連合自治会と称する。

(目的)

第2条 この会は，人権尊重を基底とし、川地地区の各単位自治会(以下「単位白

(事業)

治会Jという)相互の親善を図り、経済的・社会的諸問題を主体的に協議

し、行政関係機関並びに諸国体と連携及び調整を図り、明るく、豊かで、

住みよい地域づくりを推進することを目的とする。

第3条 この会は，第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

( 1 )単位自治会の連携・親善を図って情報交換を行い、相互向上を図る。

(2) 生涯学習の推進を図る。

( 3) rまちづくりビジョンjを確立する為、地域課題や夢を出し合う場を作る。

(4)地域の安全を高める為の知識、意欲の向上と連帯感を深める施策。

( 5 )地域の福祉、青少年の健全育成に関する事業を行う。

(6)地域活性化を目標に活動する各種団体に支援活動を行う。

( 7 )その他必要な事業を行う。

(組織)

第4条 この会の会員は、川地地区の住民とし、次の各単位自治会をもって組織す

る。

8地区 上川立上自治会

(事務所)

上川立中自治会

下川立地区自治会

岡城自治会

中の村自治会

志和地自治会

瀬谷自治会

秋町自治会

第 5条 この会の事務局は、下志和地町 663番地8に置く。
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(役員)

第6条 この会に次の役員を置き名称に「連合」を冠する。

( 1 )会長 l名

( 2 )副会長

( 3 )事務局長

(4)理事

2名

1名

2 2名以内

( 5 )川地地区社会福祉協議会代表者 1名

(6 )監事 2名

( 7 )顧問 若干名

(役員の任務)

第7条 役員は、次に掲げる任務を行う。

( 1 )会長は会を代表し、会務を統括する。

( 2 )副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。

( 3 )事務局長は、会長の命を受け、事務を行う。

(4)理事は、この会の施策の企画・決定及び業務執行・推進に努める。

(5)監事は、この会の業務及び会計を監査する。

(役員の選出)

第8条 役員は，次により選出する。

( 1 )会長及び副会長2名は、理事の互選により、単位自治会長の中から

選出し、総会に於いて承認を受ける。

但し、会長は理事会の推薦により、会員の中から選出することもでき

る。

( 2 )事務局長は、会長が会員の中から選出し、理事会の承認を受ける。

( 3 )監事は、会員の中から総会の同意を得て会長が委嘱する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。期間は選任総会より改選総会までとする。但し、

再任は妨げない。

( 1 )役員の欠員が生じた場合は、第8条に定めるところにより選任しなけ

ればならない。但し、会長・副会長の場合は理事会に於いて選任し総

会で承認を受ける。

( 2 )前項の場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の手当)

第9条の 2 役員に手当てを支給することとし，金額は別表のとおりとする。
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(会議)

第 10条

(総会)

この会の会議は、総会、理事会とする。

( 1 )会議は会長が招集し、構成員の過半数の出席により成立する。

なお、総会における出席については委任状をもって代えることができ

る。

( 2 )会議の議長は、各会の副会長が当たる。

(3 )会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。

可否同数の場合は議長の決するところによる。

第 11条 総会は、年に 1回開催する。

(理事会)

第 12条

( 1 )総会は、この会の理事会に所属する者等を以って構成する。

( 2 )総会は前年度の事業及び決算の承認・本年度の事業及び収支の計画に

ついて検討・決定する。

( 3 )会則の改正を決定する。

(4)臨時総会は、理事会の議を経て招集することができる。

理事会はこの会の会長、副会長、理事及び川地地区社会福祉協議会代表

者によって構成する。監事は必要に応じて出席し、意見を述べることが

できる。

( 1 )理事会はこの会の事業の企画及び施策の決定及び執行の中心機関とし推進

に努める。

( 2 )総会において理事会に委任された事項。

( 3 )会則の変更に関する事項。

(4)各種団体への支援金及び、協賛に関する事項。

(5)会の運営に関し、会長が必要と認めた事項。

( 6 )会議は必要に応じ、会長が招集する。

( 7 )事業計画を、実行に移す為に実行委員会を組成することが出来る。

( 8 )別途「理事会担当係細則」を設ける。

(青年金画部)

第 13条 青年企画部は満 55歳未満の部員をもって構成し、川地地区に居住若し

(編集係)

くは就労するものとする。(但し、女性については居住区を問わない。)

なお、詳細については青年企画部規約による。

第 14条 編集係は単位自治会担当者により構成し、かわちだより発行に伴う編集

を行う。
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(広報仕分け係)

第 15条 広報仕分け係は単位自治会担当者により構成し、毎月広報資料の仕分け

作業を行う。

(事務局)

第 16条 この会に事務局を置き、会の事務及び各種団体との協調など会の運営の

中心、サポートを行う。

( 1 )事務局には事務局長及び事務職員を置き、職員の雇用は川地連合自治

会雇用条件及び服務基準による。

( 2 )事務局は、 ( 1 )の事務局長及び事務職員数名にて構成する。

(第8条関係)

( 3 )事務局事業の詳細については、別途『事務局規程』を設ける。

(会計)

第 17条 この会の経費は、会員からの負担金・寄付金・補助金・交付金及びそ

の他の収入をもって当てる。

( 1 )負担金は 1世帯当り、毎年度始めに年額 200円の割合で納入するも

のとする。

( 2 )この会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年の 3月31日をもって

終了する。

圃 1. 

2. 

3. 

4. 

この会則は、平成 14年 3月25日から施行する。

平成 16年 4月 1日、会則の一部を改正する。

この会は、理事会の議を経て、臨時の会を設けることができる。

この会に、会長の委嘱により顧問を置くことができる。

5.従来、川地連合自治会に属した会員及び同会の権利義務の一切は本会が継承

する。

6. この会則の施行に必要な細則又は、規程は「委員会規程」及び「事務局

規程」の他に理事会の議を経て、別に定めることができる。

7. 平成 17年 4月24日、会則の一部を改正する。

8. 平成 18年 4月29日、会則の一部を改正する。

9.平成 20年 4月28日、会則の一部を改正する。(団体名の変更)

1 O. 平成21年 4月28日、会則の一部を改正する。

(常任委員会へ単位自治会事務局長を加える)

11.平成24年 4月27日、会則の一部を改正する。

(組織変更による改正)

n
，ι
 

n
，ι
 



1 2. 平成 25年4月26日、会則の一部を改正する。

1 3. 平成 26年4月 25日、会則の一部を改正する。

1 4. 平成 26年 8月 27日、会則の一部を改正する。

1 5. 平成 28年4月28日、会則の一部を改正する。

1 6. 令和 5年 4月28日、会則の一部を改正する。

(第 9条の 2及び別表を加える)

別表(第 9条の 2関係)

会長 120，000円/年

理事(自治会長及び事務局長) 10，000円/年

川地地区社会福祉協議会代表者 10，000円/年
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川地連合自治会就業規則

第 1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、川地連合自治会(以下

「連合会」という。)の職員の労働条件、服務規律、その他の就業に関す

る事項を定めたものである。

2 この規則に定めのない事項については、労働基準法、その他法令の定

めるところによる。

(職員)

第 2条 この規則で職員とは、所定の手続きにより連合会に採用された事

務局長及び事務職員をいう。

2 職員を次のように区分する。

( 1 )常勤職員 1日8時間を勤務する職員

( 2 )非常勤職員 1日8時間未満の時間を勤務する職員

(規則の遵守)

第 3条 連合会及び職員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営

に当たらなければならない。

(採用)

第 4条連合会は、就職希望者のうちから選考して採用する。

(労働条件の明示)

第 5条 連合会は、職員の採用に際しては、採用時の給与、就業場所、従事

する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための採用

通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

(服務)

第 6条 職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、

連合会の指示命令を守り、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(勤務時間及び休憩時間)

第 7条

[常勤職員]

1週間について 40時間、 1日については 8時間とする。始業・終業時

刻及び休憩時間は別表 1のとおりとする。ただし、業務の都合その他特別

の事情がある場合は、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

[非常勤職員]
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川地連合自治会就業規則

1週間について 30時間以内、 1日については 6時間以内とする。始業・

終業時刻及び休憩時間は別表 2のとおりとする。ただし、業務の都合その

他特別の事情がある場合は、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがあ

る。

(休日)

第8条 職員の休日は次のとおりとする。

( 1 )土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める日

( 2 )年末年始(1 2月29日から 1月3日まで)

( 3 )業務の都合により必要やむをえない場合は、あらかじめ前項の休日

を他の日に振り替えることがある。

(時間外勤務及び休日勤務)

第 9条 業務の都合により、第 7条の勤務時間を超え、又は前条の所定休日

に勤務させることがある。乙の場合において、勤務時間を超える勤務又は

休日における勤務については、あらかじめ連合会は職員代表者と書面によ

る協定を締結するものとする。

2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員で時間外勤務を短い

ものとすることを申し出た者の勤務時間を超える勤務については、前項後

段の協定において別に定めるものとする。

3 非常勤職員については、原則として時間外勤務を命ずることはない。た

だし、業務の都合によりやむを得ない場合は、第 7条に定める勤務時間を

超えて勤務させることがある。

(休暇の種類)

第 10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第 11条 年次ごとに職員に対して、別表 3のとおり継続勤務期間に応じた

日数の年次有給休暇を与える。

2 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指

定して請求するものとする。ただし、連合会は、事業の正常な運営に支障

があるときは、職員の指定した時季を変更することがある。

F
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川地連合自治会就業規則

3 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかっ

た場合には、その残日数は 20日を限度として翌年度に繰り越される。

(病気休暇)

第 12条 病気休暇の期間は療養のため勤務しないことがやむを得ないと認

められる必要最小限度の期間とし、連続して 90日を超えることはできな

い。ただし、公務上若しくは通勤により負傷し、疾病にかかった場合を除

く。

(特別休暇)

第 13条 特別休暇は次の各号に掲げるものとし、有給休暇とする。

1 夏期休暇 7月から 9月までの 3か月間を継続して勤務する者に対して、

4日間の夏期休暇を与える。

2 結婚休暇 5日を超えない範囲内で必要と認める期間を与える。

3 生理休暇 2日を超えない範囲内において、その都度必要と認められる

期間を与える。

4 忌引 別表 4の期間を与える。

5 育児時間休暇 生後 1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育の

ために必要と認められる授乳等を行う場合は、 1日2回それぞれ 30分以

内の時間を与える。

6 連合会長が有給休暇を認めた日

(給与の構成)

第 14条 給与の構成は、基本給、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当及び夜間勤務手当とする。

(基本給)

第 15条 基本給は月給制又は時給制とし、本人の職務内容に応じて各人ご

とに決定する。

2 採用時の基本給は、別表 5のとおりとし採用通知書で明示する。

(通勤手当)

第 16条 通勤手当を別表 6のとおり支給する。

(時間外勤務手当等)
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川地連合自治会就業規則

第 17条 正規の勤務時間外に勤務した時間に対して、勤務 1時間につき、

第 18条に規定する勤務 1時間当たりの給与額に次のとおり定める割合を

乗じて得た額を支給する。

時間外勤務手当 100分の 125

休日勤務手当 100分の 135

夜間勤務手当 100分の 150 (22時から翌 5時までの勤務)

(勤務 1時間当たりの給与額)

第 18条 勤務 1時間当たりの給与額は、月額に 12を乗じその額を 1週間

の勤務時間に 52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、非常勤職

員においては、勤務 1時間当たりの給与額を時間給とする。

(欠勤等の扱い)

第 19条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、第 18条で算

出した額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し

引くものとする。

(給与の計算期間及び支払日)

第 20条 給与は、毎月末日に締め切り、翌月 7日に支払う。ただし、支払

日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。

2 前項の規定にかかわらず、 3月分の賃金については、その月の最後の勤

務日に支給する。

(給与の支払いと控除)

第 21条 給与は、通貨で直接全額を支払うものとする。ただし、次に掲げ

るものは給与から控除するものとする。

( 1 )源泉所得税

( 2 )健康保険(介護保険を含む)及び厚生年金保険の保険料の被保険者

負担分

( 3 )雇用保険の保険料の被保険者負担分

(4 )書面による協定により給与から控除することとしたもの

(一時金)

第 22条 7月 1日及び 12月 1日に勤務する常勤職員に対し、各100，000円
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の一時金を支給する。

2 前項の一時金の支給日は、 7月 15日及び 12月 15日とする。ただし、

支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。

(定年・退職)

第 23条 常勤職員の定年は、満 70歳とし、定年に達した日以後における

当該年度の末日をもって退職とする。

2 非常勤職員の定年は、これを定めない。

3 第 1項に定めるもののほか、職員が退職を願い出て連合会から承認され

たとき、又は退職願を提出して 30日が経過したときは退職とする。

(解雇)

第 24条 職員が次のいずれかに該当するときは、 30日前に予告して解雇

するものとする。

( 1 )勤怠成績又は業務能率が著しく不良で、職員としてふさわしくない

と認められたとき

( 2 )刑法犯に該当する行為があったとき、また素行不良で職員としてふ

さわしくないと認められたとき

( 3 )精神文は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき

(4) 事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ない事情により、職員の

減員が必要となったとき

( 5 )その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき

(休職)

第 25条 職員が次の各号の一つに該当するときは、休職を命ずることがあ

る。ただし、復職の見込みがない場合を除く。

( 1 )業務外の傷病により欠勤し、欠勤日よりよ左L旦を経過しても、なお

療養を継続する必要があるため勤務できないとき

( 2 )精神上の疾患による欠勤が継続、断続を問わずか 1か月を経過し、

なおも労務提供が不完全であると医師が認めたとき

( 3 )私事により、本人が休職を申し出て医師が承認したとき

(4) 前各号のほか、医師が必要と認めたとき
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2 休職期間中の給与は無給とし、社会保険の傷病手当金を充当する。

3 休職期間中、社会保険の被保険者資格は継続する。なお、休職期間中の

健康保険料、厚生年金保険料及び住民税等であって、職員の月例給与から

控除されるものについては、原則として毎月、職員が連合会へ支払わなけ

ればならない。

4 休職期間は次の期間を限度として連合会が決定する。なお、連合会が特

に必要と認める場合は、期間を延長することがある。

勤続期間 休職期間

勤続 1年未満 1か月

勤続 1年以上 2か月

5 連合会は、職員に対し休職事由を証明できる医師の診断書等の書類の提

出を命じることができる。職員は正当な理由なくこれを拒否することはで

きない。なお、診断書等の証明書に関する費用は職員が負担する。

6 休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は退職とする。

7 休職を命じられた職員が、休職期間満了前に復職した場合で、復職後 3

0日を経ないで再び、当該休職事由と同一ないし類似の事由により欠勤した

ときは、休職を命ずる。この場合、休職期間は中断せず、前後の期間を通

算する。

附則

1 この規則は、平成 16年4月 1日から施行する。

2 平成 20年4月28日、規則の一部を改正する。(団体名の変更)

3 平成 23年 11月15日、第 23条(休職)を追加する。

4 平成 25年4月26日、規則の一部を改正する。(第 15条の一部改

正及び別表 1から別表 6まで追加)

5 令和 3年 7月20日、規則の一部改正及び病気休暇の追加
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別表 1

(常勤職員)

符号 始終業時間 休憩時間

A 8: 30"'17: 15 12 : 15'" 13 : 00 

B 9: 00"'17: 45 13 : 15"'14 : 00 

C 10 : 30"'19 : 15 14 : 15"'15 : 00 

D 12 : 00"'20 : 45 15 : 15"-'16 : 00 

別表 2

(非常勤職員)

符号 始終業時間 休憩時間

A 9 : 00'" 16 : 00 12 : 00"-' 13 : 00 

B 10 : 00"'17 : 00 13 : 00'" 14 : 00 

別表 3

(常勤職員)

継 続 6か l年
2年 3年

4年
5年 6年

6か 6か 6か 6か月以
勤務期間 月 6か月 6か月

月 月 月 上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

(非常勤職員)

週所定 1年間の所定 6か月 1年 2年 3年 4年 5年 6年 6

労働日数 労働日数 6か 6か 6か 6か 6か か月以

月 月 月 月 月 上

4日 169日"-'216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121日"-'168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日 73日'""120日 3日 4日 4日 S日 6日 6日 7日

1日 48 日 ~72 日 l日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

-30-



川地連合自治会就業規則

別表 4

親族 日数

配偶者 7日

父母 7日

子 5日

祖父母
3日(職員が代襲相続し，か

つ，祭具等の承継を受ける場合

にあっては 7日)

孫 1日

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば
1日(職員が代襲相続し，か

つ，祭具等の承継を受ける場合

にあっては 7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母
3日(職員と生計をーにして l 

いた場合にあっては， 5日)

子の配偶者又は配偶者の子
1日(職員と生計をーにして

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

いた場合にあっては 5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者 1日

別表 5

種別 基本給

事務局長 (月給制) 200， 000円

事務職員 (月給制) 175，000円

(時給制) 広島県最低賃金を考慮し、

連合会が採用時に決定す
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別表 6

(常勤職員)

通勤距離 1km以上 2km以上 4km以上 6km以上 8km以上

(片道) 2km未満 4也l未満 6km未満 8km未満

支給額(月) 1， 300円 3， 500円 4， 200円 5， 300円 6，400円

(非常勤職員)

通勤距離 1km以上 4回以上 8km以上

(片道) 4km未満 8km未満

支給額(日) 100円 200円 300円
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